
  クラフト体験のご案内！ 

 高尾森林ふれあい推進センターは、林野庁が提唱している 

「木育（もくいく）」の普及のため、 

 特別支援学校（学級）・幼稚園・保育所等の教育関係機関 

を対象としたクラフト体験を無償で実施しています。 

 クラフト体験は１時間程度です。 

 １５時までなら登山などの帰りにセンターに寄って体験することでもＯＫです！！ 

  （教育関係機関に限り、センターでの昼食もＯＫです。）   

  

  なお、クラフト体験は事前の予約が必要です。 

 詳細は、高尾森林ふれあい推進センターにお問い合わせください。 

  林野庁 関東森林管理局 高尾森林ふれあい推進センター 

   〒193-0844 八王子市高尾町2438-1 

   TEL０４２－６６３－６６８９ 

   http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/takao/index.html 

 

特別支援学校（学級） 

幼稚園・保育所 対象 

センターンーホームページはこちらから☞ 


